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に基づいたもの

であるか、ぜひ再考していただければと思います。
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　改正「職業安定法」が施行され、令和２年３月30日から、一定の労働関係法令違反があった事業

所については求人を一定期間受け付けません。

　詳細については、P59、60をご覧ください。

　「青少年の雇用の促進等に関する法律」（以下「若者雇用促進法」という。）の施行により、平

成28年３月１日から新卒者等の募集を行う企業に対し、幅広い職場情報の提供を努力義務とし、応

募者から「求め」があった場合には、（ア）募集・採用に関する情報、（イ）職業能力の開発及び

向上に関する取組の実践状況、（ウ）職場への定着の促進に関する取り組の実施状況の３類型ごと

に１つ以上の情報提供が義務付けられました。ハローワークでは、可能な限り３類型すべての情報

を確認させていただきます。

　詳細については、P19、30をご覧ください。
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２月 1日

４月１日

以降

今年度は中止いたしま
した。－

　当該通知の様式は、アについては様式18（P.78、79）、イについては様式19（P.80～82）、ウにつ

いては様式20（P.83～85）と定められています。特に、内定取消しを行う場合は、対象となった学

生・生徒に対して、内定取消を行わざるを得ない理由について十分な説明を行うとともに、新たな

就職先の確保に向けた積極的な支援に努めてください。

、６月１日以降安定所に提出してください。
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86

11～14

○　安定所では、求人票（高卒）（P.9、10）を点検のうえ、受理印を押印して７月１日以降に返

戻します。
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日前

74

75

76

87、88

したうえ学校に通知してください。（原則として３日以内、遅くとも１週間以内に文書を郵送して

ください。）

に「求人申込書」の選考方法「応募前職場見学」欄にその旨記載（チェック）してください。
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２月１日 ４月１日

令和３年３月新規高等学校卒業者に係る応募・推薦方法等について
（鳥取県高等学校就職問題検討会議申し合わせ事項）

鳥取県高等学校就職問題検討会議
　鳥取県高等学校就職問題検討会議は、令和３年３月新規高等学校卒業予定者の就職に関する取扱
いについて、下記のとおり申し合わせ等を行いましたので、事業主の皆様のご理解、ご協力をお願
いします。

記

１　応募・推薦について
　令和３年３月新規高等学校卒業者の応募・推薦方法については、令和２年９月中までは一人１社、
10 月１日以降一人２社まで応募・推薦を可能とする。
２　求人票について
　求人票「４選考」の複数応募欄に、複数応募の可否を明記する。
３　その他
（１）複数応募制を認めることから、受験辞退や内定辞退もありうることの理解を事業主に求めて
いくこととする。

（２）採否の結果については、速やかに学校に通知するよう、引き続き事業主に理解・協力を求め
ていくこととする。

（３）入社日以前の実習・研修については必要最小限にとどめ、その期間中は事業主の責任の下に
実施するよう、事業主に理解・協力を求めていくこととする。

○　求人の申込みは、各大学等で直接受理し、それぞれの大学等が定める求人申込書に記入して提出

しますが、安定所及び新卒応援ハローワークでも、企業が安定所に申し込んだ求人情報を蓄積・提

供しています。

○　新規大学等卒業予定者にかかる就職・採用活動については、次のとおり、「2020年度卒業・修了予

定者等の就職・採用活動に関する要請事項」、「2020年度大学、短期大学及び高等専修学校卒業・修

了予定者に係る就職について（申合せ）」によりそれぞれ定められていますので、遵守してください。

22 25

2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項
　就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のため、
2020年度（2021年３月）に卒業・修了予定の学生1（以下「新卒学生」という。）
を対象とした就職・採用活動について、政府として就職・採用活動を行う主体に
広く要請する事項及びこのことに関する留意点等は、以下のとおりです。
１．就職・採用活動の日程
　　学生が学修時間を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるよ
う、就職・採用活動の日程については、次のとおりとしていただくようお願い
いたします。
　・広報活動開始　　：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降
　・採用選考活動開始：卒業・修了年度の６月１日以降
　・正式な内定日　　：卒業・修了年度の10月１日以降
　広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を
学生に対して広く発信していく活動を指します。その開始期日の起点は、自社
の採用サイトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学生の登録を受け付け
るプレエントリーの開始時点とします。上記の開始期日より前における活動は
不特定多数に向けたもの2にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用し
た広報活動は行わないようお願いいたします3。
　　また、広報活動の実施に当たっては、それが実質的な選考とならない、また

そうした誤解を与えることのないよう留意していただき、学生が自主的に参加
するかどうかを判断できるものであること、その後の採用選考活動に影響を与
えるものではないことを十分周知4していただくようお願いいたします。
　　採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした
活動を指します。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜
を行うもの、あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに
進めないものであり、こうした活動のうち、時間と場所を特定して学生を拘束
して行う面接や試験などの活動を指します5。
２．学事日程等への配慮
　　採用選考活動は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関して学生に
裁量が与えられているものではないため、学事日程等に十分に配慮していただ
き、また、大学等の所在地による不利が生じないよう対応していただくようお
願いいたします。
　　例えば、面接や試験の実施に際して、対象となる学生に対して事前に余裕を
もって連絡を行うことや、授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重
ならないよう設定すること、土日・祝日、夕方以降の時間帯の活用などを含め
た工夫を行うこと等が考えられます。また、学生から個別に申し出がある場合、
それらの事情に十分配慮しながら対応していただくようお願いいたします。
　　特に、2020年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されてい
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るため、面接や試験の実施に際して、地方の学生が宿泊施設を手配する際に困
難を伴うことや、面接や試験の予定日が学生ボランティアの研修日程等と重複
すること等の事態も想定されます。このため、採用選考活動の実施に当たっては、
こうした学生個々の事情に十分に配慮していただくようお願いいたします。
３．日本人海外留学者6や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供
　　留学すると就職活動で不利になるとの認識が学生に生じることのないよう、
日本人海外留学者向けの取組（例えば、一括採用とは別に採用選考機会を設け
るなど）を、各企業の必要に応じて行っていただくようお願いいたします。また、
そうした取組を行っている企業は、自社の採用ホームページ等で積極的に周知
していただくようお願いいたします。
　　また、日本での就職を希望する外国人留学生についても、就職活動で不利に
なるとの認識が学生に生じることのないよう、外国人留学生向けの取組（例えば、
業種や職種等によって求められる日本語能力が様々であること等も踏まえて多
様かつ柔軟な採用選考を行うなど）を、各企業の必要に応じて行っていただく
ようお願いいたします。また、そうした取組を行っている企業は、自社の採用ホー
ムページ等で積極的に周知していただくようお願いいたします。
　　さらに、日本人海外留学者や外国人留学生に限らず、何らかの理由により一
括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対しても応募の機会を
提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入をはじめとした様々な募集機会
を設けることについて、積極的に検討していただくようお願いいたします。
４．公平・公正で透明な採用の徹底
　　労働施策総合推進法7、男女雇用機会均等法8、若者雇用促進法9、障害者雇用
促進法10等を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行っていただくようお
願いいたします。また、採用選考においてハラスメントや学生の職業選択の自
由を妨げる行為（正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書
等を要求したりする行為等）を行わないよう徹底していただくようお願いいた
します。
５．インターンシップの取扱い
　　インターンシップは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連し
た就業体験を行う場であり、大学等の教育の一環として位置づけられるもので
す。この趣旨を踏まえ、インターンシップの実施に当たっては、募集対象を学
士課程３年次及び修士課程１年次の学生に限定せず、また、広報活動や採用選
考活動とは一切関係ないことを明確にして行っていただくようお願いいたしま
す11。

　　また、上記の広報活動及び採用選考活動の開始日より前において、インター
ンシップと称した広報活動及び採用選考活動そのものを行うなど、インターン
シップ全体に対する信頼性を失わせることのないようにしていただくようお願
いいたします。特に、いわゆる「ワンデーインターンシップ」など短期間で実
施されるプログラムの中には、就業体験を伴わず、企業等の業務説明の場となっ
ているものが存在することが懸念されることから、こうしたプログラムをイン
ターンシップと称して行うことがないようにしていただくようお願いいたしま
す12。
６．成績証明等の一層の活用
　　採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用
すること（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学
生の学修成果や学業への取組状況を適切に評価していただくようお願いいたし
ます。
７．クールビズ等への配慮
　　採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たることから、学生のクールビズ13

等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して周知していただく
ようお願いいたします。
８．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い
　　意欲や能力を有する若者に応募の機会を広く提供する観点から、若者雇用促
進法に基づく指針14の趣旨を踏まえつつ、自社の実情や採用方針に則って、大学
等の卒業・修了者が、卒業・修了後少なくとも３年間は新規卒業・修了予定者
の採用枠に応募できるような募集条件を設定するなど、適切な対応に努めてい
ただくようお願いいたします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者
が対象であり、大学院博士課程（後期）に在籍している院生はこの限りではあり
ません。

2例えば、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書
や冊子等の文字情報によるＰＲなどです。

3広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えありません。
4例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、
当該活動が広報活動として行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場
での掲示、口頭による説明などの方法によって、学生に周知徹底するなどです。

5エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前
スクリーニングについては、日程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられ
ていることから、上記の開始時期を卒業・修了年度の６月１日以降とする採用選
考活動とは区別します。

6新卒学生のうち、留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指
します。

7「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律」（昭和41年法律第132号）

8「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和47
年法律第113号）

9「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和45年法律第98号）
10「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和35年法律第123号）
112020年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以
後に実施されるインターンシップであり、あらかじめ広報活動・採用選考活動
の趣旨を含むことが示されている場合については、この限りではありません。

12上記のほか、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名で作成・公表された「イ
ンターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成27年12月10日改定）及
びその留意点（平成29年10月25日）についても留意いただくようお願いいたし
ます。

13政府としては、2005年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した
軽装や取組など）を推進しており、各企業におかれましては、業界の実態等に
照らして、ご協力をお願いいたします。

14「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成27年厚生
労働省告示第406号）

2019年３月25日
就職問題懇談会

2020年度大学、短期大学及び高等専修学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）
　大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、グローバル化
や情報通信技術の急激な進展により、社会構造が大きく変化している状況の中で、
学生にこのような社会に対応し、未来を切り拓いていけるような高い学力と豊か
な人間性を身につけさせた上で、社会に送り出す社会的使命を負っている。その
責務を果たすためには、正常な学校教育と学生の学修環境を確保することが不可
欠である。
　その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、2020年度卒業・
修了予定者の就職活動の秩序を維持し、学生の就職機会の均等を期するため、各
大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせる。
　この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的
にこれを実行することを確認する。
　なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問
題懇談会として企業に対し別紙の通り協力要請を行う。その際、大学側、企業側
双方において申合せに沿って対応がなされているかについて、確認を行う。

記
１．各大学等は、以下の就職・採用活動の日程を遵守するとともに、企業等に対して、
その遵守を要請する。
　・広報活動開始i　　：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降
　・採用選考活動開始ii：卒業・修了年度の６月１日以降
　・正式な内定日　　 ：卒業・修了年度の10月１日以降
２．各大学等は、就職・採用活動に関する本申合せの大きな目的の一つが、学生
の学修時間の確保や留学などの多様な経験を得る機会の確保など、学生の学修

環境の整備であることを再度認識する。その上で、学生に対して、関連情報の
周知や情報提供に努めるとともに、個別の相談や指導等を行い、場合によって
は企業に具体的な対応を要請するなど、きめ細やかな支援を行う。
３．各大学等は、インターンシップの本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高め
ることに努める。また、「インターンシップ」と称した会社説明会や採用選考活
動と捉えられる行事等を行わないよう、企業等に要請する。
４．各大学等は、採用選考において学生の学業への取組状況を適切に評価するよ
う企業等に要請する。
具体的取組
１．就職・採用活動の円滑な実施
　⑴学生への周知・情報提供
　　①就職・採用活動に関して注意すべき点の十分な周知
　　　　各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用活動の時期等

について、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周知すること。特に、
採用選考活動が授業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学
生個々の学業と採用選考関係の日程が重複する場合には、採用選考関係の
日程調整に関して企業等に相談することが可能であること、留学や教育実
習等を希望する際は注意が必要であること等を周知・指導すること。

　　②就職関連情報の積極的な提供
　　　　学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は学部・分野別の

就職実績等の情報の積極的な提供に努めること。また、海外への留学や外
国人留学生の受入れを積極的に進めている大学等は、日本人海外留学者iii

や外国人留学生に対し、企業での採用に関する情報提供を積極的に行い、
就職活動において不利にならないよう配慮すること。

　⑵就職・採用活動スケジュールに関する留意事項
　　　就職・採用活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、「学
校推薦」、「正式内定開始日」について、大学等として遵守するよう徹底する
こと。

　　①「企業説明会」の取扱い
　　　　卒業・修了前年度３月１日より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企

業説明会」に対して会場提供や協力を行わないこと。（なお、「企業説明会」
とは「会社説明会」、「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的と
して事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広く学生に発
信するための説明会を指す。）この点、キャリア教育と称して、実態が特定
の企業の説明とならないよう、特に留意すること。

　　②学校推薦の取扱い
　　　　学校推薦は、卒業・修了年度６月１日以降とすることを徹底すること。
　　③正式内定開始日の周知
　　　　正式内定日は、卒業・修了年度の10月１日以降である旨学生に徹底する。

正式内定に至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続しないよ
う、学生を指導するとともに、９月30日以前の内々定は学生を拘束しない
ものである旨徹底すること。

２．就職・採用活動の公平・公正の確保について
　⑴インターンシップ
　　　インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え
方」（以下、「三省合意」という）では「学生が在学中に自らの専攻、将来の
キャリアに関連した就業体験を行うこと」としており、あくまでも教育プロ
グラムであり、原則、就職・採用活動そのものではないということを学生に
対して周知すること。また、大学等が実施に関わる場合は、「三省合意」iv 及
び「留意点について」v を踏まえ、適切に実施することを徹底する。インター
ンシップと称するが、実質的に就業体験が伴わず業務説明の場となっている
ものについては、学生に対してインターンシップではない旨を周知するとと
もに、これを理由に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。

　　　また、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等に
おいて、今後の学生への指導等に使用すること。

　　　なお、2020年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の
開始期日以後に実施されるインターンシップで、あらかじめ広報活動・採用
選考活動の趣旨を含むことが示されている場合には、この限りではない。

３．その他の事項について
　⑴各大学等における職員採用の対応
　　　企業等への就職・採用活動のみならず、各大学等における職員採用におい
ても、本申合せを踏まえた対応を行うこと。

　⑵「申合せ」の内容の周知
　　　各大学等は、「申合せ」の内容について、学内の教職員はもとより、学生へ
の周知徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応すること。

　　　また、企業等に対しても、「申合せ」の内容の周知を図ること。各大学等に
よる企業等への直接的な要請は「申合せ」の趣旨の理解促進に極めて重要で
あるため、各大学は主体的に上記に取り組み、一層の周知徹底に努めること。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
i広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学
生に対して広く発信していく活動を指す。その開始期日の起点は、自社の採用サ
イトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエン
トリーの開始時点とする。また、会社説明会などのように、選考活動と異なり学
生が自主的に参加又は不参加を決定することができるイベントなどの実施に当
たっては、その後の選考活動に影響しない旨を明示するとともに、学事日程に十
分配慮すること。開始時点より前には、ホームページにおける文字や写真、動画
などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数
に向けた情報発信にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した活動は
行わないこと。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支え
ない。
ii採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動
を指す。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜を行うもの、
あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないもので
あり、こうした活動のうち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を
指す。

iii2020年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用活動の日程と重複す
る者など。

iv「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成27年12月10日一部
改正文部科学省、厚生労働省、経済産業省）（抜粋）
　　インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動その
ものが行われることにより、インターンシップ全体に対する信頼性を失わせる
ようなことにならないよう、インターンシップに関わる者それぞれが留意する
ことが、今後のインターンシップの推進に当たって重要である。

v「インターンシップの更なる充実に向けて議論のとりまとめ」等を踏まえた「イ
ンターンシップの推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点について～より
教育的効果の高いインターンシップの推進に向けて～（平成29年10月25日文部
科学省、厚生労働省、経済産業省）（抜粋）
　１．就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行うことは適
切ではない

　　　インターンシップについては、就業体験を伴うことが必要です。一方で、
いわゆるワンデーインターンシップなど短期間で実施されるプログラムの中
には、就業体験を伴わず、企業等の業務説明の場となっているものが存在す
ることが懸念されます。

　　　インターンシップの信頼性の確保や教育効果の向上のため、こうしたプロ
グラムをインターンシップと称して行うことがないようご留意ください。ま
た、就業体験を伴わないプログラムについては、インターンシップと称さず、
実態に合った別の名称（例：セミナー、企業見学会）を用いてくださいます
ようよろしくお願いいたします。

　２．より教育効果の高いインターンシップの推進を図る
（略）

　　　インターンシップを正規の教育課程に位置付ける場合には、「基本的考え方」
に則りつつ、インターンシップの実施期間については、より教育効果を高め
る観点から、５日間以上の実習期間を担保することが望まれます。

　　　地域の事情や企業規模等により、連続した５日間の実習が困難な場合は、
事前・事後学習との組み合わせや、５日間で複数の企業において実習を行う
等の形態も可能であると考えられますが、教育プログラムとして単位認定を
行うものであれば、可能な限り連続した５日間とするなど、一定期間のまと
まりにより職業生活を体験することが有益であると考えられます。
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年 月 日

1 3

2 4

求人申込書（高卒） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名： 事業所番号：

求人の対象年度 　（　      　　　　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる
仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

仕事の内容：(全角300文字以内）

就
業
形
態

１．派遣・請負ではない
２．派遣
３．紹介予定派遣
４．請負

雇
用
形
態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

雇用期間
１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

屋内の受動喫煙対策に関す
る

特記事項（全角60文字以内）

　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒         －

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　       　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（               　分）

従業員数：就業場所（　　　　　　　   　人）  うち女性（　　　　　　　　人）  うちパート（
人）

屋内の
受動喫煙対策

１．あり（　屋内の受動喫煙対策：　禁煙　・　喫煙室あり　）　２．なし（喫煙可）　３．その他

屋内の受動喫煙対策に関する特記事項：

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　　　　）年以内

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金・
手当

賃金形態
等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他

毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a) 　円

円

固定
残業代

（ｃ）(全角
120文字以

内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：

月平均
労働日数 　日

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当  円 手当 円

手当 円 手当
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円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

回

回

1 時 分 ～ 時 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

日

日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償４．健康保険 ５．厚生年金

４．なし

特別に支
払われる

手当
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 手当 円

手当 手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

円

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額： 又は 昇給率：

賞与
１．制度あり

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

回数 賞与月数：　　　　　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　　　　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

賃金・
手当

時間外
労働

(全角60文
字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文
字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　□ 土　　□ 日　　□ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他の記載事項：

２．なし 　特別な事情・期間等：

休憩
時間

分
年間

休日数
日

年次有給
休暇

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等
１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　　　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

一律定年制
１．あり

定年年齢：

勤務延長
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢
２．なし

      歳まで　
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人 人 人

月 日 ～ 月 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

年 月 日 以降

日以内）

月 日 月 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は□補足事項欄参照

選考方法

□ 面接　□ 適性検査　□ その他　 選考旅費

選考
方法

求人数 通勤： 住込： 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

□ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　）

学科試験 □ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文□ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

補足事項
(全角300文字以内）

担当者

課係名、役職名

担当者

担当者（カタカナ）

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

紹介希望安定所

都道府県：

都道府県：

都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

都道府県：

都道府県：

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）
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人 人

人 男性 人

人 人

人 男性 人

％ 女性の管理職割合：

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）女性の役員割合：

青少
年雇
用情
報

企業の募集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

企業の職場能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

％

（４）前事業年度の出産者数： 女性 男性の配偶者

　　 前事業年度の育児休業取得者数： 女性

企業の職場への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間：

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学
歴別（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意
の区分で可。

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の出産者数： 女性 男性の配偶者

　　 前事業年度の育児休業取得者数： 女性

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳
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求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、
その他の労働条件を明示することは、職業安定法第5条の
３により義務付けられています。労働条件などの明示は、
労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮するため
にも、就職後のトラブルを避ける上からも重要です。

高卒の求職者はアルバイト未経験者などもいることから、
求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確かつわかり
やすく記載していただきますようお願いします。

ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアド
バイスを行っています。お気軽にご相談ください。

また、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続
年数や研修の有無および内容といった職場情報を新卒者
等に提供することが、「若者雇用促進法」によって求め
られています。

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（高卒）の
書き方のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

LL011128首02

－15－



令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

－16－



あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
２
／
４
）

労
働
時
間

「
就
業
時
間
」

※
法
定
労
働
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
就
業
規
則
や
各
種
届
出
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
「
就
業
時
間
」

１
に
通
常
の
就
業
時
間
帯

「
就
業
時
間
」

２
及
び
３
に
特
定
の
曜
日
の
就
業
時
間
帯
を
記
入
し
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
曜
日
を
特
定
し
て
注
釈
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
に
つ
い
て
、

「
就
業
時
間
１
」
に
標
準
と
な
る
一
日
の
就
業
時
間
を
記
入
し
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
・
コ
ア
タ
イ
ム
の
就
業
時
間
帯
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
裁
量
労
働
制
」
に
つ
い
て
、

選
考
方
法
欄
の
「
補
足
事
項
」
欄
に
、
例
え
ば
、
「
裁
量
労
働
制
（
○
○
業
務
型
）
に
よ
り
、
出
退
社
の
時
刻
は
自
由
で
あ
り
、
○
時
間
勤
務

し
た
も
の
と
と
み
な
す
」
等
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
「
就
業
時
間
１
」
に
具
体
的
な
就
業
時
間
に
つ
い
て
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
就
業
時
間
１
」
に
入
力
す
る
場
合
は
、
実

態
・
目
安
で
あ
る
こ
と
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
変
形
労
働
時
間
制
」
に
つ
い
て
、

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
具
体
的
な
就
業
時
間
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
、
例
え
ば

「
変
形
労
働
制
に
よ
り
始
業
は
●
時
～
●
時
、
終
業
は
●
時
～
●
時
と
し
、
シ
フ
ト
制
で
決
定
す
る
」
（
一
ヶ
月
単
位
の
場
合
）
な
ど
、
具
体
的
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
３
６
協
定
」

・
３
６
協
定
に
お
け
る
特
別
条
項
が
あ
る
場
合
は
「
特
別
な
事
情
・
期
間
等
」
に
、
例
え
ば
、
「
○
○
と
き
（
特
別
な
事
情
）
は
○
回
を
限
度
と
し

て
１
ヶ
月
○
○
時
間
ま
で
、
一
年
○
○
時
間
で
き
る
」
と
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
休
日
等
」

・
「
週
休
二
日
制
」
欄
に
は
、
下
記
の
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
毎
週
・
・
・
完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

２
．
な
し
・
・
・
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合

３
．
そ
の
他
・
・
・
そ
れ
以
外
の
形
態
で
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

年
末
年
始
休
暇
や
夏
季
休
暇
な
ど
特
別
休
暇
が
あ
る
場
合
は
、
「
そ
の
他
の
記
載
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

賃
金
・
手
当

「
手
当
」

・
「
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
」
と
は
、
毎
賃
金
支
払
時
に
全
員
に
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
を
い
い
ま
す
。
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
の

他
、
家
族
手
当
、
皆
勤
手
当
等
、
個
人
の
状
態
・
実
績
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
等
が
あ
る
場
合
は
、
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
に
そ

の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
・
年
金
・
定
年
等

「
企
業
年
金
」

事
業
所
登
録
の
内
容
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
い
ず
れ
か
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
厚
生
年
金
基
金

２
．
確
定
拠
出
年
金

３
．
確
定
給
付
年
金

「
入
居
可
能
住
宅
」

・
従
業
員
の
た
め
に
用
意
し
て
い
る
住
宅
が
入
居
可
能
な
場
合
に
該
当
す
る
項
目
「
単
身
用
あ
り
」
、
「
世
帯
用
あ
り
」
、
入
居
可
能
な
住
宅
が
な

い
場
合
は
「
な
し
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
利
用
条
件
や
宿
舎
費
用
な
ど
の
詳
細
、
現
在
利
用
不
可
能
だ
が
空
き
が
出
れ
ば
利
用
可
能
な

住
宅
が
あ
る
場
合
な
ど
は
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

円

円

1
円

3

2
円

4

日
日

円
％

1
回

2
回

1
8

時
3

0
分

～
時

3
0

分

2
時

分
～

時
分

3
時

分
～

時
分

1
0

0
日

1
0

日

　
　

２
．

労
災

保
険

３
．

公
務

災
害

補
償

４
．

健
康

保
険

５
．

厚
生

年
金

再
雇

用
制

度
１

．
あ

り
上

限
年

齢

歳
ま

で
　

２
．

な
し

上
限

年
齢

勤
務

延
長

１
．

あ
り

２
．

な
し

歳
ま

で
　

65

１
．

あ
り

１
．

交
替

制
（
シ

フ
ト

制
）
　

２
．

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
　

３
．

裁
量

労
働

制
４

．
変

形
労

働
時

間
制

（
1
ヶ

月
単

位
・
1
年

単
位

・
1
週

間
単

位
非

定
型

的
）

就
業

時
間

又
は

昇
給

率
：

17

時
間

分
日

12
4

60

そ
の

他
の

記
載

事
項

：

　
夏

季
休

暇
は

7月
～

9月
に

5日
間

、
年

末
年

始
12

月
28

日
～

1月
3日

１
．

雇
用

保
険

７
．

そ
の

他
（

３
．

一
定

額

４
．

な
し

２
．

固
定

（
月

末
）
  

  
  

当
月

・
翌

月

21
8,
00
0

50
,0
00

保
険

・
年

金
・

定
年

等

１
．

単
身

用
あ

り
　

　
２

．
世

帯
用

あ
り

　
　

３
．

な
し

入
居

可
能

住
宅

a＋
b

毎
月

労
働

時
間

休
憩

時
間

年
間

休
日

数
年

次
有

給
休

暇

入
社

時
の

年
次

有
給

休
暇

日
数

6
ヶ

月
経

過
後

の
年

次
有

給
休

暇
日

数

月
平

均
時

間
外

労
働

時
間

：
　

□
 ３

６
協

定
に

お
け

る
特

別
条

項
あ

り

２
．

な
し

　
特

別
な

事
情

・
期

間
等

：

休
日

等

休
日

□
 月

　
　

□
 火

　
　

□
 水

　
　

□
 木

　
　

□
 金

　
　

☑
 土

　
　

☑
 日

　
　

☑
 祝

　
　

□
 そ

の
他

週
休

二
日

制
１

．
毎

週
　

　
２

．
な

し
　

　
３

．
そ

の
他

　
　

時
間

外
労

働

手
当

円

手
当

手
当

賃
金

・
手

当

２
．

制
度

な
し

賞
与

月
数

：
　

　
　
４

　
ヶ

月
分

又
は

賞
与

額
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

～
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

回
数

※
（新

規
学

卒
者

の
）前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

賞
与

１
．

制
度

あ
り

回
数

※
（一

般
労

働
者

の
）前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

特
別

に
支

払
わ

れ
る

手
当

手
当

円

賃
金

締
切

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

賃
金

支
払

日

２
．

な
し

金
額

：

事
業

所
登

録
情

報
と

条
件

が
異

な
る

場
合

の
み

記
入

加
入

保
険

等

企
業

年
金

□
 厚

生
年

金
基

金
　

□
 確

定
拠

出
年

金
　

□
 確

定
給

付
年

金

退
職

金
共

済
１

．
加

入
　

　
　

　
２

．
未

加
入

退
職

金
制

度

１
．

あ
り

賞
与

月
数

：
　

　
　
２

　
ヶ

月
分

又
は

賞
与

額
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

～
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

当
月

 ・
 翌

月

２
．

固
定

（
月

末
）

３
．

そ
の

他
３

．
そ

の
他

昇
給

１
．

制
度

あ
り

2
5

2,
50

0

就
業

時
間

　
※

就
業

時
間

で
該

当
す

る
場

合
は

選
択

：

　
※

前
年

度
実

績
が

あ
る

場
合

は
記

入

２
．

制
度

な
し

６
．

財
形

　
　

　
　

）

１
．

あ
り

勤
続

年
数

１
．

不
問

　
　

２
．

必
要

（
　

　
　

　
３

　
　

　
　

）
年

以
上

２
．

な
し

定
年

制
１

．
あ

り
一

律
定

年
制

定
年

年
齢

：
歳

60
２

．
な

し

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

（
固

定
残

業
代

が
あ

る
場

合
は

a＋
b＋

c
）

通
勤

手
当

１
．

実
費

支
給

（
上

限
あ

り
）

　
　

月
額

　
・
　

日
額

２
．

実
費

支
給

（
上

限
な

し
）
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（
３
／
４
）

選
考
方
法

「
求
人
数
」

・
求
人
者
が
入
居
可
能
住
宅
を
用
意
し
な
い
場
合
に
は
「
通
勤
」
、
用
意
し
た
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
き
は
「
住
込
」
、
雇
い
入

れ
る
労
働
者
の
希
望
が
あ
れ
ば
用
意
す
る
と
き
は
「
不
問
」
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
既
卒
者
等
の
応
募
可
否
・
入
社
日
」

・
高
校
既
卒
者
の
応
募
の
可
否
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
可
の
場
合
、
「
既
卒
者
等
の
入
社
日
」
欄
に
入
社
日
の
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
不
可
の
場
合
は
、
「
既
卒
者
等
の
入
社

日
」
欄
の
「
２
随
時
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
応
募
前
職
場
見
学
」

・
生
徒
に
応
募
先
選
定
・
確
認
の
機
会
を
で
き
る
限
り
与
え
る
た
め
、
積
極
的
な
受
入
れ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
「
応
募
前
職
場
見
学
」
の
可
否

に
つ
い
て
、
「
可
」
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
「
随
時
」
又
は
「
補
足
事
項
欄
参
照
」
を
選
択
し
、
「
補
足
事
項
欄
参
照
」
を
選
択
し
た
場
合
に
は

「
補
足
事
項
」
欄
に
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
応
募
前
職
場
見
学
は
、
生
徒
が
事
前
に
職
業
や
職
場
へ
の
理
解
を
深
め
、
適
切
な
職
業
選
択
や
、
事
前
の
理
解
不
足
に
よ
る
就
職
後
の
早

期
離
職
の
防
止
を
目
的
と
し
て
行
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
応
募
前
職
場
見
学
が
求
人
者
の
採
用
選
考
の
場
と

な
ら
な
い
よ
う
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
選
考
方
法
」

・
選
考
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
他
に
選
択
し
た
場
合
は
、
詳
細
を
「
そ
の
他
の
選
考
方
法
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
適
性
検
査
の
具
体

的
な
検
査
名
も
、
「
そ
の
他
の
選
考
方
法
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
受
付
期
間
」
「
選
考
日
」

・
高
校
生
の
推
薦
開
始
期
日
は
、
推
薦
文
書
の
到
達
が
９
月
５
日
（
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
８
月
3
0
日
）
以
降
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
選
考
開
始
期
日
は
９
月
1
6
日
以
降
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
補
足
事
項
」
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」

・
各
欄
に
書
き
き
れ
な
か
っ
た
内
容
や
応
募
上
の
注
意
事
項
な
ど
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
規
学
卒
者
の
入
社
日
に
つ
い
て
、
４
月
1
日
が
一
般
的
で
す
が
、
異
な
る
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
情
報
を
追
加
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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．
可

　
　

２
．

否 年
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1
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日
以

内
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日

9
月

1
6

日
以

降
随

時

-
-

-
-

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

人
事

総
務

課
　

リ
ー

ダ
ー

厚
労

　
花

子

コ
ウ

ロ
ウ

　
ハ

ナ
コ

　 ・
試

用
期

間
３

ヶ
月

・
応

募
前

職
場

見
学

へ
の

参
加

の
有

無
に

よ
っ

て
採

否
を

決
定

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・
応

募
前

職
場

見
学

に
つ

い
て

は
、

７
月

２
０

日
以

降
実

施
予

定
で

す
。

・
駐

車
場

有
り

・
手

当
は

他
に

以
下

の
も

の
が

あ
り

ま
す

。
　

資
格

手
当

：
当

社
の

定
め

る
資

格
の

保
有

者
に

対
し

、
10

,0
00

円
支

給
・

選
考

旅
費

：
上

限
額

５
万

円
ま

で
。

〒
　

　
　

　
　

　
　

　
　

－

通
勤

：
住

込
：

求
人

数
不

問
：

□
随

時
 又

は
 ☑

補
足

事
項

欄
参

照

都
道

府
県

：

都
道

府
県

：
△

△
○

○
2

都
道

府
県

：
△

△
○

○
2

都
道

府
県

：

都
道

府
県

：

選
考

方
法

補
足

事
項

受
付

期
間

１
．

期
間

　
　

２
．

開
始

日
の

み
指

定

既
卒

者
等

の
入

社
日

１
．

日
に

ち
を

指
定

　
　

２
．

随
時

　
　

３
．

応
募

者
の

相
談

に
応

じ
る

　
年

　
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

日

応
募

前
職

場
見

学

赴
任

旅
費

の
有

無

担
当

者

課
係

名
、

役
職

名

担
当

者

担
当

者
（
カ

タ
カ

ナ
）

電
話

番
号

※
事

業
所

登
録

情
報

と
異

な
る

場
合

に
記

入

複
数

応
募

※
事

業
所

登
録

情
報

と
異

な
る

場
合

に
記

入

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

選
考

場
所

最
寄

り
駅

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

駅
）
か

ら
［
 徒

歩
 ・

 車
 ］

で
（
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

　
分

）

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 事
業

所
情

報
に

登
録

し
た

就
業

場
所

名
称

　
□

 選
考

場
所

を
記

入

☑
 面

接
　

☑
 適

性
検

査
　

□
 そ

の
他

　

そ
の

他
の

選
考

方
法

（
　

○
○

テ
ス

ト
、

△
△

△
試

験
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

）
選

考
方

法

学
科

試
験

 ☑
 一

般
常

識
 □

 国
語

 □
 数

学
 □

 英
語

 □
 社

会
 □

 理
科

 □
 作

文
 ☑

 そ
の

他

選
考

旅
費

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

選
考

結
果

通
知

選
考

日

面
接

選
考

結
果

通
知

：
　

面
接

後
：

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

内
線

：

F
A

X
番

号

求
人

条
件

に
か

か
る

特
記

事
項

指
定

校
推

薦

※
学

校
名

及
び

推
薦

人
員

数
を

記
入

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

事
項

※
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

連
絡

し
た

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
（
求

人
票

に
は

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

）

紹
介

希
望

安
定

所

－18－



（
４

／
４

）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
の
算
出
方
法

前
事

業
年

度
の

労
働

者
毎

の
一

月
あ

た
り

の
所

定
外

労
働

時
間

の
平

均
値

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
除

し
て

算
出

し
ま

す
。

（
管

理
的

地
位

に
あ

る
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

労
働
者
ご
と
の
一
月
あ
た
り
の

所
定
外
労
働
時
間
の
平
均
値
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

※
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
は

以
下

の
計

算
方

法
で

算
出

し
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

前
事
業
年
度
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計

各
月
１
日
に
在
籍
し
て
い
る
労
働
者
の
延
べ
人
数

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
の
算
出
方
法

労
働

者
ご

と
の

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
日

数
を

合
計

し
た

値
を

、
労

働
者

数
で

除
し

て
算

出
し

ま
す

。
（

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
、

有
給

休
暇

が
付

与
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
＝

前
事
業
年
度
の
労
働
者
ご
と
の

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
日
数
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

情
報
の
範
囲

求
人

区
分

に
応

じ
て

、
企

業
全

体
の

正
社

員
又

は
正

社
員

以
外

※
の

情
報

を
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 正

社
員

以
外

の
情

報
は

、
期

間
雇

用
者

や
派

遣
等

、
い

わ
ゆ

る
正

社
員

以
外

の
直

接
雇

用
の

労
働

者
全

て
に

関
す

る
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。

青
少
年
雇
用
情
報
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
全

て
の

項
目

を
記

入
す

る
こ

と
が

難
し

い
場

合
で

も
、

情
報

提
供

の
義

務
（

「
企

業
の

募
集

・
採

用
に

関
す

る
情

報
」

「
企

業
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

」
「

企
業

の
職

場
へ

の
定

着
の

促
進

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況
」

の
欄

に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
で

１
項

目
以

上
の

情
報

提
供

）
に

と
ど

ま
ら

な
い

積
極

的
な

情
報

提
供

を
お

願
い

し
ま

す
。

・
数

値
を

算
出

し
て

記
入

す
る

項
目

に
つ

い
て

は
、

小
数

点
第

２
位

を
切

り
捨

て
、

小
数

点
第

１
位

ま
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

「
企

業
の

職
場

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

関
す

る
取

組
実

施
状

況
」

に
つ

い
て

は
、

制
度

と
し

て
就

業
規

則
や

労
働

協
約

に
規

定
さ

れ
て

い
な

く
て

も
、

継
続

的
に

実
施

し
て

お
り

、
か

つ
そ

の
こ

と
が

従
業

員
に

周
知

さ
れ

て
い

れ
ば

「
あ

り
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

「
新
卒
者
等
の
採
用
者
数
／
離
職
者
数
」

・
新

卒
者

の
ほ

か
、

新
卒

者
と

同
じ

採
用

枠
で

採
用

し
た

既
卒

者
な

ど
、

新
卒

者
と

同
等

の
処

遇
を

行
う

も
の

を
含

み
ま

す
。

直
近

で
終

了
し

て
い

る
事

業
年

度
を

含
む

３
年

度
間

に
つ

い
て

の
状

況
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
離

職
者

数
は

、
各

年
度

の
採

用
者

数
の

う
ち

、
記

入
日

現
在

に
お

け
る

離
職

者
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

「
平
均
継
続
勤
務
年
数
」

・
労

働
者

ご
と

の
雇

い
入

れ
ら

れ
て

か
ら

記
入

日
の

時
点

ま
で

に
勤

続
し

た
年

数
を

合
計

し
た

値
を

、
労

働
者

数
で

割
っ

て
算

出
し

ま
す

。

「
従
業
員
の
平
均
年
齢
」
（
参
考
値
）

・
若

者
雇

用
促

進
法

に
基

づ
く

青
少

年
雇

用
情

報
の

項
目

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
参

考
値

と
し

て
、

記
入

日
時

点
で

の
平

均
年

齢
も

可
能

な
限

り
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

平
均

勤
続

勤
務

年
数

及
び

平
均

年
齢

は
、

事
業

年
度

末
時

点
、

事
業

年
度

当
初

等
、

求
人

申
込

書
記

入
日

直
近

の
数

値
と

し
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

「
研
修
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
具

体
的

な
対

象
者

、
内

容
を

示
し

て
く

だ
さ

い
。

全
て

の
研

修
の

内
容

を
書

き
切

れ
な

い
場

合
は

、
主

な
研

修
の

内
容

の
み

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
教

育
訓

練
休

暇
制

度
、

教
育

訓
練

短
時

間
勤

務
制

度
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

情
報

を
含

め
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
他

に
は

、
配

置
等

に
つ

い
て

の
配

慮
、

始
終

業
時

刻
の

変
更

、
資

格
取

得
の

費
用

補
助

等
も

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
メ
ン
タ
ー
制
度
の
有
無
」

・
メ

ン
タ

ー
制

度
と

は
、

新
た

に
雇

い
入

れ
た

新
規

学
卒

者
等

か
ら

の
職

業
能

力
の

開
発

及
び

向
上

そ
の

他
の

職
業

生
活

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

並
び

に
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
者

を
当

該
新

規
学

卒
者

等
に

割
り

当
て

る
制

度
の

こ
と

で
す

。

「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
※
１
）
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
セ

ル
フ

・
キ

ャ
リ

ア
ド

ッ
ク

（
※

2
）

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
情

報
を

含
め

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
実

施
す

る
者

が
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
、

ま
た

資
格

の
有

無
は

問
い

ま
せ

ん
が

、
企

業
内

の
仕

組
み

と
し

て
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
※

１
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
労

働
者

の
職

業
の

選
択

、
職

業
生

活
設

計
ま

た
は

職
業

能
力

の
開

発
や

向
上

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

助
言

や
指

導
を

行
う

。
※

２
セ

ル
フ

・
キ

ャ
リ

ア
ド

ッ
ク

労
働

者
が

自
ら

の
キ

ャ
リ

ア
や

身
に

付
け

る
べ

き
知

識
・

能
力

等
を

確
認

す
る

こ
と

を
通

じ
て

主
体

的
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
行

う
こ

と
を

支
援

す
る

た
め

、
年

齢
、

就
業

年
数

、
役

職
等

の
節

目
に

お
い

て
定

期
的

に
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

受
け

る
機

会
を

設
定

す
る

仕
組

み
。

「
前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
・
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
」

・
算

出
方

法
は

左
記

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

「
役
員
及
び
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
」

・
求

人
区

分
に

関
わ

ら
ず

、
企

業
全

体
に

雇
用

さ
れ

る
全

て
の

労
働

者
に

関
す

る
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。
＊

「
管

理
的

地
位

に
あ

る
者

」
と

は
、

原
則

と
し

て
い

わ
ゆ

る
課

長
級

以
上

が
該

当
し

ま
す

。

「
前
事
業
年
度
の
育
児
休
業
取
得
者
数
／
出
産
者
数
」

・
育

児
休

業
取

得
者

数
及

び
出

産
者

数
に

つ
い

て
、

い
ず

れ
も

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
・

男
性

に
つ

い
て

は
、

配
偶

者
の

出
産

者
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

「
区
分
毎
の
情
報
」
（
本
求
人
に
対
す
る
追
加
の
情
報
提
供
）

・
企

業
全

体
の

情
報

の
ほ

か
、

求
人

申
込

み
を

行
っ

て
い

る
採

用
区

分
（

例
：

学
歴

別
（

大
卒

／
高

卒
）

、
総

合
職

／
一

般
職

）
や

事
業

所
別

、
職

種
別

な
ど

の
情

報
に

つ
い

て
も

、
追

加
情

報
と

し
て

極
力

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
＊

追
加

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
貴

社
の

任
意

の
区

分
の

情
報

で
構

い
ま

せ
ん

。

【
記
載
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
】

・
「

企
業

（
⇔

区
分

毎
）

」
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

求
人

事
業

所
を

含
め

た
企

業
全

体
の

情
報

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
海

外
支

店
等

に
勤

務
し

て
い

る
労

働
者

に
つ

い
て

は
除

外
し

た
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。
・

原
則

と
し

て
、

求
人

申
込

書
の

記
入

日
時

点
の

最
新

の
状

況
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
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年 月 日

　
円

1 円 3

2 円 5

3 円
　
円

　
円

1 円 4

2 円 5

3 円
　
円

求人申込書（大卒等） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名： 事業所番号：

区
分

１．大学院　　２．大学　　３．短大　　４．高専 オンライン提供を
不可とする機関

□ 民間人材ビジネス

５．専修学校　　６．能開校　　　　　　※１つ以上選択 □ 地方自治体（地方版ハローワーク）

求人の対象年度 　（　　　　　　　　　　）年３月卒業の求人

公開
希望

 １．事業所名等を含む求人情報を公開  ３．事業所名等を含まない求人情報を公開

 ２．ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開  ４．求人情報を公開しない

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

仕事の内容：(全角300文字以内）

就業
形態

１．派遣・請負ではない　　２．派遣
３．紹介予定派遣　　４．請負

雇用
形態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

雇用期間
１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

マイカー通勤
（全角18文字以内）

　１．可
　２．不可

特記事項

転勤の可能性 １．あり　２．なし

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

屋内の受動喫煙対策に関す
る

特記事項（全角60文字以内）

　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

従業員数：就業場所（　　　　　    　人）  うち女性（　　    　　人）  うちパート（　　　　  　人）

屋内の
受動喫煙対策

１．あり（　屋内の受動喫煙対策：　禁煙　・　喫煙室あり　）　２．なし（喫煙可）　３．その他

屋内の受動喫煙対策に関する特記事項：

履修科目
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

履修科目の詳細：

必要な免許・資格
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な免許・資格の詳細：

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　　　  　　）年以内

手当 円

手当 手当 円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a)

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a)

手当 固定残業代（ｃ） １．あり

円

手当 固定残業代（ｃ） １．あり ２．なし

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 手当 円

手当 手当
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1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

1 4

2 5

3

円

日 日

円 ％

回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

回 賞与額： 円 ～ 円

1 時 分 ～ 時 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

日

日

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 円 手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円

円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

固定残業
代に関す
る特記事

項：
(全角120文
字以内)

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

４．なし

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

又は 昇給率：

賞与
１．制度あり

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

回数 又は

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　  　ヶ月分 又は

時間外
労働

(全角60文
字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文
字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　□ 土　　□ 日　　□ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．その他　　３．なし　　

その他の記載事項：

休憩
時間

分
年間

休日数
日
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２．労災保険 ３．公務災害補償４．健康保険 ５．厚生年金

月 日 ～ 月 日

１．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

２．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

３．日時：日時： 月 日 時 分 場所：

２．履歴書 ３．ジョブ・カード４．卒業見込証明書５．成績証明書

- -

- -

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等
１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　  　　　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢：

勤務延長
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

１．あり　２．なし

選考方法
□ 書類選考　　□ 面接　　□ 適性検査　　□ その他

□ 筆記試験（□ 一般常識　□ 英語　□ 作文　□ 専門　□ その他 ）

選考日 □ 別途通知　　　□　　　　　月　　　　　日　又は　　　　　月　　　　　日以降随時

選考
方法

求
人
数

人

□住込

受付期間
１．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる　　４．その他

　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

説明会

説明会開催

選考場所住所
(全角90文字以内）

□ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

応募書類等
(応募書類6その他:
全角30文字以内）

(郵送の送付場所:
全角60文字以内）

応募
書類

１．ハローワーク紹介状

６．その他

郵送
の

送付
場所

□ 事業所所在地と同じ　□ 就業場所と同じ　□ 選考場所と同じ　□ その他

※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

応募書類の返却：　１．あり　　　・　　　２．求人者の責任で破棄

担当者

課係名、役職名

担当者

担当者（カタカナ）

電話番号

留学生採用実績の有無 １．あり　　２．なし 外国人雇用状況届実績の有無 １．あり　　２．なし
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人 人

人 男性 人

人 人

人 男性 人

選考
方法

補足事項
(全角300文字以内）

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

青少
年雇
用情
報

企業の募集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

企業の職場への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合： ％

企業の職場能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

（１）研修の有無(全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（４）キャリアコンサルティング制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

（４）前事業年度の出産者数： 女性 男性の配偶者

　　 前事業年度の育児休業取得者数： 女性

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学
歴別（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意
の区分で可。

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の出産者数： 女性 男性の配偶者

　　 前事業年度の育児休業取得者数： 女性
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求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、
その他の労働条件を明示することは、職業安定法第5条
の３により義務付けられています。労働条件などの明示
は、労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮する
ためにも、就職後のトラブルを避ける上からも重要です。

大卒等の場合、初めての就職活動ということもあり誤解
を生じやすいため、正確かつわかりやすく記載していた
だきますよう、お願いします。

ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアド
バイスを行っています。お気軽にご相談ください。

また、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続
年数や研修の有無および内容といった職場情報を新卒者
等に提供することが、「若者雇用促進法」によって求め
られています。

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（大卒等）の
書き方のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

LL011128首01
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令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
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1
4

2
5

3 1
4

2
5

3 1
4

2
5

3 1
4

2
5

3

円

日
日

円
％

1
回

賞
与

月
数

：
ヶ

月
分

賞
与

額
：

円
～

円

2
回

賞
与

額
：

円
～

円

1
8

時
3

0
分

～
時

3
0

分

2
時

分
～

時
分

3
時

分
～

時
分

1
0

0
日

1
0

日

休
憩

時
間

年
間

休
日

数

時
間

6
0

分
1
2
4

日

そ
の

他
の

記
載

事
項

：

　
夏

季
休

暇
は

7
月

～
9
月

に
5
日

間
、

年
末

年
始

1
2
月

2
8
日

～
1
月

3
日

２
．

な
し

１
．

あ
り

年
次

有
給

休
暇

入
社

時
の

年
次

有
給

休
暇

日
数

6
ヶ

月
経

過
後

の
年

次
有

給
休

暇
日

数

休
日

等

2
5

2
,5
0
0

2
.8

1
7

２
．

固
定

（
月

末
）
  

  
  
当

月
・
翌

月

賃
金

・
手

当

３
．

そ
の

他

労
働

時
間

月
平

均
時

間
外

労
働

時
間

：
　

□
 ３

６
協

定
に

お
け

る
特

別
条

項
あ

り

　
特

別
な

事
情

・
期

間
等

：

通
勤

手
当

１
．

実
費

支
給

（
上

限
あ

り
）

　
　

月
額

　
・
　

日
額

２
．

実
費

支
給

（
上

限
な

し
）

３
．

一
定

額

４
．

な
し

時
間
外
労
働
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
支
給
す
る

1
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
分
に
つ
い
て
は
、

追
加
で
割
り
増
賃
金
を
支
給
す
る

5
0
,0
0
0

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

固
定

残
業

代
に

関
す

る

特
記

事
項

：

１
．

制
度

あ
り

　
※

前
年

度
実

績
が

あ
る

場
合

は
記

入

２
．

制
度

な
し

金
額

：
又

は
昇

給
率

：

就
業

時
間

　
※

就
業

時
間

で
該

当
す

る
場

合
は

選
択

：
１

．
交

替
制

（
シ

フ
ト

制
）
　

２
．

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
　

３
．

裁
量

労
働

制
４

．
変

形
労

働
時

間
制

（
1
ヶ

月
単

位
・
1
年

単
位

・
1
週

間
単

位
非

定
型

的
）

就
業

時
間

時
間

外
労

働

賃
金

締
切

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

賃
金

支
払

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

当
月

 ・
 翌

月

２
．

固
定

（
月

末
）

３
．

そ
の

他

昇
給

毎
月

固
定

残
業

代
（
ｃ
）

１
．

あ
り

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る
手

当
(b

)

手
当

円
手

当
円

手
当

円

手
当

円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

円

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る
手

当
(b

)

手
当

円
手

当
円

手
当

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る

手
当

(b
)

手
当

円
手

当
円

手
当

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

手
当

円

手
当

円
　

円
２

．
な

し

賞
与

１
．

制
度

あ
り

※
（
新

規
学

卒
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

回
数

又
は

※
（
一

般
労

働
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

２
．

制
度

な
し

回
数

賞
与

月
数

：
　

　
４

　
ヶ

月
分

又
は

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る

手
当

(b
)

手
当

円
手

当
円

手
当

休
日

□
 月

　
　

□
 火

　
　

□
 水

　
　

□
 木

　
　

□
 金

　
　

☑
 土

　
　

☑
 日

　
　

☑
 祝

　
　

□
 そ

の
他

週
休

二
日

制
１

．
毎

週
　

　
２

．
そ

の
他

　
　

３
．

な
し

　
　

あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
２
／
５
）

労
働
時
間

「
就
業
時
間
」

※
法
定
労
働
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
就
業
規
則
や
各
種
届
出
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
「
就
業
時
間
」

１
に
通
常
の
就
業
時
間
帯

「
就
業
時
間
」

２
及
び
３
に
特
定
の
曜
日
の
就
業
時
間
帯
を
記
入
し
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
曜
日
を
特
定
し
て
注
釈
を
記
入
し
く
だ
さ
い
。

・
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
に
つ
い
て
、

「
就
業
時
間
１
」
に
標
準
と
な
る
一
日
の
就
業
時
間
を
記
入
し
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
・
コ
ア
タ
イ
ム
の

就
業
時
間
帯
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
裁
量
労
働
制
」
に
つ
い
て
、

「
補
足
事
項
」
欄
に
、
例
え
ば
、
「
裁
量
労
働
制
（
○
○
業
務
型
）
に
よ
り
、
出
退
社
の
時
刻
は
自
由
で
あ
り
、
○
時
間
勤
務

し
た
も
の
と
み
な
す
」
等
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
「
就
業
時
間
１
」
に
具
体
的
な
就
業
時
間
に
つ
い
て
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
場
合
は
、
実

態
・
目
安
で
あ
る
こ
と
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
変
形
労
働
時
間
制
」
に
つ
い
て
、

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
具
体
的
な
就
業
時
間
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
、
例
え
ば
「
変

形
労
働
制
に
よ
り
始
業
は
●
時
～
●
時
、
終
業
は
●
時
～
●
時
と
し
、
シ
フ
ト
制
で
決
定
す
る
」
（
一
ヶ
月
単
位
の
場
合
）
な
ど
、
具
体
的
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
３
６
協
定
」

３
６
協
定
に
お
け
る
特
別
条
項
が
あ
る
場
合
は
「
特
別
な
事
情
・
期
間
等
」
に
、
例
え
ば
、
「
○
○
と
き
（
特
別
な
事
情
）
は
○
回
を
限
度
と
し

て
１
ヶ
月
○
○
時
間
ま
で
、
一
年
○
○
時
間
で
き
る
」
と
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
休
日
等
」

・
「
週
休
二
日
制
」
欄
に
は
、
下
記
の
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
毎
週
・
・
・
完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

２
．
そ
の
他
・
・
・
そ
れ
以
外
の
形
態
で
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

３
．
な
し
・
・
・
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合

年
末
年
始
休
暇
や
夏
季
休
暇
な
ど
特
別
休
暇
が
あ
る
場
合
は
、
「
そ
の
他
の
記
載
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

賃
金
・
手
当

「
手
当
」

・
「
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
」
と
は
、
毎
賃
金
支
払
時
に
全
員
に
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
を
い
い
ま
す
。
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
の

他
、
家
族
手
当
、
皆
勤
手
当
等
、
個
人
の
状
態
・
実
績
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
等
が
あ
る
場
合
は
、
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
に
そ

の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

－28－



２
．

労
災

保
険

３
．

公
務

災
害

補
償

４
．

健
康

保
険

５
．

厚
生

年
金

6
月

1
日

～
月

日

１
．

日
時

：
日

時
：

4
月

１
．日

時
分

場
所

：
東

京
本

社
（

所
在

地
と

同
じ

）

２
．

日
時

：
日

時
：

月
日

時
分

場
所

：

３
．

日
時

：
日

時
：

月
日

時
分

場
所

：

２
．

履
歴

書
３

．
ジ

ョ
ブ

・
カ

ー
ド

４
．

卒
業

見
込

証
明

書
５

．
成

績
証

明
書

-
-

-
-

１
．

日
に

ち
を

指
定

　
　

２
．

随
時

　
　

３
．

応
募

者
の

相
談

に
応

じ
る

　
　

４
．

そ
の

他

４
人

□
住

込

１
．

期
間

　
　

２
．

開
始

日
の

み
指

定

受
付

期
間

60 65
歳

ま
で

　

１
．

雇
用

保
険

７
．

そ
の

他
（

６
．

財
形

　
　

　
　

）

〒
　

　
　

　
　

　
　

　
　

－

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 事
業

所
情

報
に

登
録

し
た

就
業

場
所

名
称

　
□

 選
考

場
所

を
記

入

保
険

・
年

金
・

定
年

等

選
考

方
法

１
．

あ
り

２
．

な
し

留
学

生
採

用
実

績
の

有
無

１
．

あ
り

　
　

２
．

な
し

人
事

総
務

課
　

リ
ー

ダ
ー

厚
労

　
花

子

コ
ウ

ロ
ウ

　
ハ

ナ
コ

求 人 数

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

担
当

者

課
係

名
、

役
職

名

担
当

者

担
当

者
（
カ

タ
カ

ナ
）

電
話

番
号

※
事

業
所

登
録

情
報

と
異

な
る

場
合

に
記

入

既
卒

者
等

の
入

社
日

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
日

内
線

：

F
A

X
番

号
※

事
業

所
登

録
情

報
と

異
な

る
場

合
に

記
入

説
明

会

選
考

日
☑

 別
途

通
知

　
　

　
□

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
又

は
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
以

降
随

時

選
考

場
所

最
寄

り
駅

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  
  

  
　

　
　

　
　

　
駅

）
か

ら
［
 徒

歩
 ・

 車
 ］

で
（
  

  
  
  

  
  
 　

　
　

　
分

）

応
募

書
類

等

応
募

書
類

郵
送 の

送
付

場
所

応
募

書
類

の
返

却
：
　

１
．

あ
り

　
　

　
・
　

　
　

２
．

求
人

者
の

責
任

で
破

棄

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 就
業

場
所

と
同

じ
　

□
 選

考
場

所
と

同
じ

　
□

 そ
の

他

選
考

方
法

☑
 筆

記
試

験
（
 ☑

 一
般

常
識

　
□

 英
語

　
□

 作
文

　
□

 専
門

　
□

 そ
の

他
 ）

☑
 書

類
選

考
　

　
☑

 面
接

　
　

□
 適

性
検

査
　

　
□

 そ
の

他

外
国

人
雇

用
状

況
届

実
績

の
有

無
１

．
あ

り
　

　
２

．
な

し

１
．

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

紹
介

状

６
．

そ
の

他１
．

あ
り

　
２

．
な

し
説

明
会

開
催

１
．

あ
り

上
限

年
齢

歳
ま

で
　

２
．

な
し

入
居

可
能

住
宅

１
．

単
身

用
あ

り
　

　
２

．
世

帯
用

あ
り

　
　

３
．

な
し

事
業

所
登

録
情

報
と

条
件

が
異

な
る

場
合

の
み

記
入

加
入

保
険

等

企
業

年
金

□
 厚

生
年

金
基

金
　

□
 確

定
拠

出
年

金
　

□
 確

定
給

付
年

金

退
職

金
共

済
１

．
加

入
　

　
　

　
２

．
未

加
入

退
職

金
制

度
１

．
あ

り
勤

続
年

数
１

．
不

問
　

　
２

．
必

要
（
　

　
　

　
３

　
　

　
　

）
年

以
上

２
．

な
し

定
年

制
１

．
あ

り
一

律
定

年
制

定
年

年
齢

：
歳

２
．

な
し

再
雇

用
制

度
１

．
あ

り
上

限
年

齢
２

．
な

し

勤
務

延
長

あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
３
／
５
）

選
考
方
法

「
求
人
数
」

求
人
者
が
用
意
し
た
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
き
は
□
住
込
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

「
既
卒
者
等
の
入
社
日
」

応
募
可
の
場
合
、
「
既
卒
者
等
の
入
社
日
」
欄
に
入
社
日
の
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
不
可
の
場
合
は
、
「
既
卒
者
等
の
入
社

日
」
欄
の
「
２
随
時
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
選
考
方
法
」

選
考
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
他
に
選
択
し
た
場
合
は
、
詳
細
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
受
付
方
法
に
つ
い
て
も
、
郵
送
、
電
話
、
F
A
X
、
E
メ
ー
ル
等
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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1
2

人
1
0

人

9
人

男
性

2
人

5
人

4
人

3
人

男
性

1
人

選
考

方
法

試
用

期
間

：
３

ヶ
月

転
勤

の
範

囲
：

東
京

都
内

受
付

方
法

：
郵

送
、

電
話

、
Eメ

ー
ル

・
手

当
は

他
に

以
下

の
も

の
が

あ
り

ま
す

。
　

資
格

手
当

：
当

社
の

定
め

る
資

格
の

保
有

者
に

対
し

、
10

,0
00

円
支

給

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

事
項

※
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

連
絡

し
た

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
（
求

人
票

に
は

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

）

求
人

条
件

に
か

か
る

特
記

事
項

補
足

事
項

青
少

年
雇

用
情 報

企
業

の
募

集
・

採
用

に
関

す
る

情
報

（
１

）
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
1
0
人

　
２

年
度

前
：
1
1
人

　
３

年
度

前
：
 9

人

　
　

 新
卒

者
等

離
職

者
数

：
　

前
年

度
：
  

1
人

　
２

年
度

前
：
  
2
人

　
３

年
度

前
：
 1

人

（
２

）
男

性
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
 6

人
　

２
年

度
前

：
 7

人
　

３
年

度
前

：
 4

人

　
　

 女
性

新
卒

者
等

採
用

者
数

：
　

前
年

度
：
 4

人
　

２
年

度
前

：
 4

人
　

３
年

度
前

：
 5

人

（
３

）
平

均
勤

続
勤

務
年

数
：
1
8
.5

　
年

従
業

員
の

平
均

年
齢

：
4
1
.7

　
歳

企
業

の
職

場
能

力
の

開
発

及
び

向
上

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況

（
１

）
研

修
の

有
無

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
２

）
自

己
啓

発
支

援
の

有
無

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
３

）
メ

ン
タ

ー
制

度
の

有
無

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

（
４

）
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
制

度
の

有
無

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
５

）
社

内
検

定
等

の
制

度
の

有
無

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

企
業

の
職

場
へ

の
定

着
の

促
進

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況

（
１

）
前

事
業

年
度

の
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
：

1
5
.5

時
間

（
２

）
前

事
業

年
度

の
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

：
1
0
.7

日

（
３

）
女

性
の

役
員

割
合

：
2
2
.1

0
%

女
性

の
管

理
職

割
合

：
3
0
.5

0
%

（
４

）
前

事
業

年
度

の
出

産
者

数
：

女
性

男
性

の
配

偶
者

　
　

 前
事

業
年

度
の

育
児

休
業

取
得

者
数

：
女

性

区
分

毎
の

情
報

区
分

毎
の

募
集

・
採

用
に

関
す

る
情

報

（
１

）
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
 4

人
　

２
年

度
前

：
 3

人
　

３
年

度
前

：
 3

人

　
　

 新
卒

者
等

離
職

者
数

：
　

前
年

度
：
 0

人
　

２
年

度
前

：
 1

人
　

３
年

度
前

：
 1

人

（
２

）
男

性
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
 2

人
　

２
年

度
前

：
 1

人
　

３
年

度
前

：
 2

人

　
　

 女
性

新
卒

者
等

採
用

者
数

：
　

前
年

度
：
 2

人
　

２
年

度
前

：
 2

人
　

３
年

度
前

：
 1

人

（
３

）
平

均
勤

続
勤

務
年

数
：
2
0
.7

年
従

業
員

の
平

均
年

齢
：
4
0
.2

歳

区
分

の
名

称
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
 卒

　
　

　
　

　
　

　
　

）
※

求
人

を
行

っ
て

い
る

採
用

区
分

（例
：
総

合
職

／
一

般
職

）、
学

歴
別

（大
卒

／
高

卒
）、

事
業

所
別

、
職

種
別

な
ど

。
企

業
の

任
意

の
区

分
で

可
。

区
分

毎
の

職
場

へ
の

定
着

の
促

進
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

（
１

）
前

事
業

年
度

の
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
：

9
.8

時
間

（
２

）
前

事
業

年
度

の
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

：
1
2
.8

日

（
３

）
前

事
業

年
度

の
出

産
者

数
：

女
性

男
性

の
配

偶
者

　
　

 前
事

業
年

度
の

育
児

休
業

取
得

者
数

：
女

性

新
入

社
員

導
入

研
修

、
英

語
講

座
(通

信
制

)、
簿

記
検

定
講

座
(社

外
講

座
)、

管
理

職
研

修
等

業
務

に
資

す
る

と
し

て
会

社
が

認
め

た
資

格
に

つ
い

て
取

得
費

用
の

全
額

補
填

入
社

直
後

、
入

社
３

年
目

等
の

節
目

に
人

事
担

当
者

に
よ

る
キ

ャ
リ

ア
等

に
関

す
る

相
談

を
実

施

霞
ヶ

関
電

子
工

業
社

内
検

定

あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

「
補
足
事
項
」
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」

各
欄
に
書
き
き
れ
な
か
っ
た
内
容
や
応
募
上
の
注
意
事
項
な
ど
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

青
少
年
雇
用
情
報
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
全
て
の
項
目
を
記
入
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
で
も
、
情
報
提
供
の
義
務
（
「
企
業
の
募
集
・
採
用
に
関
す
る
情
報
」
「
企
業
の
職
業
能
力
の

開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
」
「
企
業
の
職
場
へ
の
定
着
の
促
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
」
の
欄
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で

１
項
目
以
上
の
情
報
提
供
）
に
と
ど
ま
ら
な
い
積
極
的
な
情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
数
値
を
算
出
し
て
記
入
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
２
位
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
第
１
位
ま
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
企
業
の
職
場
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
取
組
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
制
度
と
し
て
就
業
規
則
や
労
働
協
約
に
規
定
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
継
続
的
に
実
施
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
こ
と
が
従
業
員
に
周
知
さ
れ
て
い
れ
ば
「
あ
り
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
新
卒
者
等
の
採
用
者
数
／
離
職
者
数
」

・
新
卒
者
の
ほ
か
、
新
卒
者
と
同
じ
採
用
枠
で
採
用
し
た
既
卒
者
な
ど
、
新
卒
者
と
同
等
の
処
遇
を
行
う
も
の
を
含
み
ま
す
。
直
近
で
終
了
し
て

い
る
事
業
年
度
を
含
む
３
年
度
間
に
つ
い
て
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
離
職
者
数
は
、
各
年
度
の
採
用
者
数
の
う
ち
、
記
入
日
現
在
に
お

け
る
離
職
者
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
平
均
継
続
勤
務
年
数
」

・
労
働
者
ご
と
の
雇
い
入
れ
ら
れ
て
か
ら
記
入
日
の
時
点
ま
で
に
勤
続
し
た
年
数
を
合
計
し
た
値
を
、
労
働
者
数
で
割
っ
て
算
出
し
ま
す
。

「
従
業
員
の
平
均
年
齢
」
（
参
考
値
）

・
若
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
く
青
少
年
雇
用
情
報
の
項
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
参
考
値
と
し
て
、
記
入
日
時
点
で
の
平
均
年
齢
も
可
能
な
限
り

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
平
均
勤
続
勤
務
年
数
及
び
平
均
年
齢
は
、
事
業
年
度
末
時
点
、
事
業
年
度
当
初
等
、
求
人
申
込
書
記
入
日
直
近
の
数
値
と

し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

「
研
修
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
具
体
的
な
対
象
者
、
内
容
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。
全
て
の
研
修
の
内
容
を
書
き
切
れ
な
い
場
合
は
、
主
な
研
修
の
内
容
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

「
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
教
育
訓
練
休
暇
制
度
、
教
育
訓
練
短
時
間
勤
務
制
度
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
情
報
を
含
め
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
他
に
は
、
配
置
等
に
つ
い

て
の
配
慮
、
始
終
業
時
刻
の
変
更
、
資
格
取
得
の
費
用
補
助
等
も
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
メ
ン
タ
ー
制
度
の
有
無
」

・
メ
ン
タ
ー
制
度
と
は
、
新
た
に
雇
い
入
れ
た
新
規
学
卒
者
等
か
ら
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
そ
の
他
の
職
業
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

並
び
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
者
を
当
該
新
規
学
卒
者
等
に
割
り
当
て
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

「
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
※
１
）
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」

・
セ
ル
フ
・
キ
ャ
リ
ア
ド
ッ
ク
（
※
2
）
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
情
報
を
含
め
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
を
実
施
す
る
者
が
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
資
格
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
企
業
内
の
仕
組
み
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
１

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

労
働
者
の
職
業
の
選
択
、
職
業
生
活
設
計
ま
た
は
職
業
能
力
の
開
発
や
向
上
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
や
指
導
を
行
う
。

※
２

セ
ル
フ
・
キ
ャ
リ
ア
ド
ッ
ク

労
働
者
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
や
身
に
付
け
る
べ
き
知
識
・
能
力
等
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
行
う
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
年
齢

、
就
業
年
数
、
役
職
等
の
節
目
に
お
い
て
定
期
的
に
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け
る
機
会
を
設
定
す
る
仕
組
み
。

「
前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
・
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
」

・
算
出
方
法
は
次
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

「
役
員
及
び
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
」

・
求
人
区
分
に
関
わ
ら
ず
、
企
業
全
体
に
雇
用
さ
れ
る
全
て
の
労
働
者
に
関
す
る
情
報
と
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
「
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
」
と
は
、
原
則
と
し
て
い
わ
ゆ
る
課
長
級
以
上
が
該
当
し
ま
す
。

「
前
事
業
年
度
の
育
児
休
」
業
取
得
者
数
／
出
産
者
数
」

・
育
児
休
業
取
得
者
数
及
び
出
産
者
数
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
男
性
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
の
出
産
者
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

「
区
分
毎
の
情
報
」
（
本
求
人
に
対
す
る
追
加
の
情
報
提
供
）

・
企
業
全
体
の
情
報
の
ほ
か
、
求
人
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
採
用
区
分
（
例
：
総
合
職
／
一
般
職
）
、
学
歴
別
（
大
卒
／
高
卒
）
や
事
業
所
別
、

職
種
別
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
追
加
情
報
と
し
て
極
力
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
追
加
の
情
報
に
つ
い
て
は
、

貴
社
の
任
意
の
区
分
の
情
報
で
構
い
ま
せ
ん
。

【
記
載
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
】

・
「
企
業
（
⇔
区
分
毎
）
」
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
求
人
事
業
所
を
含
め
た
企
業
全
体
の
情
報
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
海
外
支
店
等
に
勤
務
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
除
外
し
た
情
報
と
し
て
く
だ
さ
い
。

・
原
則
と
し
て
、
求
人
申
込
書
の
記
入
日
時
点
の
最
新
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
４
／
５
）
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前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
の
算
出
方
法

前
事

業
年

度
の

労
働

者
毎

の
一

月
あ

た
り

の
所

定
外

労
働

時
間

の
平

均
値

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
除

し
て

算
出

し
ま

す
。

（
管

理
的

地
位

に
あ

る
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

労
働
者
ご
と
の
一
月
あ
た
り
の

所
定
外
労
働
時
間
の
平
均
値
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

※
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
は

以
下

の
計

算
方

法
で

算
出

し
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

前
事
業
年
度
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計

各
月
１
日
に
在
籍
し
て
い
る
労
働
者
の
延
べ
人
数

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
の
算
出
方
法

労
働

者
ご

と
の

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
日

数
を

合
計

し
た

値
を

、
労

働
者

数
で

除
し

て
算

出
し

ま
す

。
（

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
、

有
給

休
暇

が
付

与
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
＝

前
事
業
年
度
の
労
働
者
ご
と
の

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
日
数
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

情
報
の
範
囲

求
人

区
分

に
応

じ
て

、
企

業
全

体
の

正
社

員
又

は
正

社
員

以
外

※
の

情
報

を
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 正

社
員

以
外

の
情

報
は

、
期

間
雇

用
者

や
派

遣
等

、
い

わ
ゆ

る
正

社
員

以
外

の
直

接
雇

用
の

労
働

者
全

て
に

関
す

る
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。

（
５

／
５

）

「
前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
・
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
」

・
算
出
方
法
は
左
記
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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